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実施計画や手法、スケジュールが具
体化されており、社会実装を前提とし
たプロセスを明らかにする必要があ
る。さらに、他分野や他領域にも展開
可能な汎用性を有する取り組みであ
ることが重視される。
　事業期間は交付決定日から2027
年2月19日まで。申請方法は、特設 
ウェブサイトから申請書類をダウンロ 
ードし、事務局である日本能率協会コ
ンサルティングへメールで送信する。
公募要領や応募様式等の詳細につい
ては、今月24日に同サイトに掲載が
予定されている。

　国土交通省は14日、「デジタル技
術を活用した荷主・物流事業者の行
動変容促進事業」の募集を開始する
と発表した。荷主や物流事業者が主
体となり、関係部署間の調整や取引
先等の社外事業者等との連携に基づ
くデータの可視化・共有化をはじめと
したユースケースの創出を行う事業
に対して補助を行う。公募期間は24
日から6月12日まで。
　補助対象者は、荷主企業または物
流事業者（いずれか1者以上が必須）
や物流に係る関係者で構成される協
議会となる。補助額は1件あたり最大 

5000万円で、補助率は定額、予算
規模は5億5000万円程度を見込む
という。対象となる経費は、先端的な
取り組みの実証に要する費用（シス
テム導入、改修費、デジタルトランス
フォーメーション（DX）ツールの利
用費、物流費、委託・外注費など）と、
その他事業の実施に際して要する費
用のうち、事務局が認めた費用が含
まれる。
　補助要件として、荷主・物流事業者
の行動変容に資する取り組みである
ことに加え、先進性や革新性、独創性 
を有していることが求められる。また、 

国交省、行動変容へのデジタル活用に補助


